
○越谷市住民投票の実施の請求に関する規則 

平成２１年１１月３０日 

規則第５６号 

改正 平成２３年９月２８日規則第４６号 

改正 令和３年１１月１０日規則第６９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、越谷市自治基本条例（平成２１年条例第２０号。以

下「条例」という。）第２７条の規定により行う住民投票の実施の請求

（以下「住民投票実施請求」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（請求資格者） 

第２条 条例第２７条第１項の別に規則で定めるものとは、公職選挙法（昭

和２５年法律第１００号）第２２条の規定による選挙人名簿の登録が行

われた日において越谷市の選挙人名簿に登録されている者（以下「請求

資格者」という。）をいう。 

（住民投票実施請求代表者の資格） 

第３条 請求資格者のうち次の各号のいずれかに該当するものは、条例第

２７条第１項に規定する代表者（以下「住民投票実施請求代表者」とい

う。）となることができない。

⑴ 公職選挙法第２７条第１項の規定により越谷市の選挙人名簿に同項

の表示をされている者 

⑵ 前条の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第２８条の

規定により越谷市の選挙人名簿から抹消された者 

⑶ 選挙管理委員会の委員又は職員である者

（請求に必要な署名数の告示等） 

第４条 市長は、住民投票実施請求代表者から次条第１項の規定による住

民投票実施請求代表者証明書の交付申請があったときは、請求資格者の



総数の５０分の１の数（その数に１未満の端数を生じたときは、１に切

り上げる。以下同じ。）を、直ちに告示しなければならない。 

２ 市長は、毎年１２月１日現在における請求資格者の総数の５０分の１

の数を、同月の１０日までに告示しなければならない。 

（請求の手続） 

第５条 住民投票実施請求代表者は、その請求の要旨（１，０００字以内）

その他必要な事項を記載した住民投票実施請求書（第１号様式）及び条

例案を添え、市長に対し、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書（第

２号様式）により住民投票実施請求代表者証明書（第３号様式）の交付

を申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、直ちに当該申請をし

た住民投票実施請求代表者が請求資格者であり、かつ、第３条各号のい

ずれにも該当しない者であるかどうかを確認し、確認できたときは、当

該住民投票実施請求代表者に前項の証明書を交付し、かつ、その旨を告

示しなければならない。 

３ 住民投票実施請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿（第４号様式）

に住民投票実施請求書又はその写し、住民投票実施請求代表者証明書又

はその写し及び条例案を付して、請求資格者に対し、署名（盲人が公職

選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）別表第１に定める点字で自己

の氏名を記載することを含む。以下同じ。）を求めなければならない。 

４ 住民投票実施請求代表者は、請求資格者に委任して、前項の規定によ

り署名を求めることができる。この場合において、委任を受けた者（以

下「受任者」という。）は、住民投票実施請求書又はその写し、住民投

票実施請求代表者証明書又はその写し及び条例案並びに次項に規定する

住民投票実施請求署名収集委任状を付した住民投票実施請求者署名簿を

用いなければならない。 

５ 住民投票実施請求代表者は、前項の規定により署名を求めるための委



任をしたときは、受任者に対し、住民投票実施請求署名収集委任状（第

５号様式）を交付するとともに、直ちに署名収集委任届出書（第６号様

式）を市長に届け出なければならない。 

６ 第３項及び第４項の署名は、第２項の規定による告示があった日から

１箇月以内でなければこれを求めることができない。ただし、条例第２

７条第３項の規定によりその例によるとされた地方自治法（昭和２２年

法律第６７号。以下「法」という。）第７４条第７項の規定により署名

を求めることができないこととなったときは、その期間は、同項の規定

により署名を求めることができないこととなった期間を除き、第２項の

規定による告示があった日から３１日以内とする。 

７ 住民投票実施請求者署名簿に署名した者の数が第４条第１項の規定に

より告示された請求資格者の総数の５０分の１の数以上となったときは、

住民投票実施請求代表者は、前項の規定による期間満了の日の翌日から

５日以内に、住民投票実施請求者署名簿（署名簿が２冊以上に分かれて

いるときは、これらを一括したもの）を市長に提出しなければならない。 

８ 住民投票実施請求代表者は、条例第２７条第３項の規定によりその例

によるとされた法第７４条の２第６項の規定により住民投票実施請求者

署名簿の返付を受けた日から５日以内に、市長に対し、住民投票実施請

求書に住民投票実施請求者署名簿、住民投票実施請求署名収集証明書（第

７号様式）及び条例案を添えて住民投票実施請求を行わなければならな

い。 

（選挙管理委員会への事務の委任） 

第６条 条例第２７条第３項の規定によりその例によるとされた法第７４

条の２第１項から第６項まで及び第７４条の３第１項から第３項並びに

前条第７項の規定による事務は、選挙管理委員会に委任する。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

この規則は、平成２１年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２３年規則第４６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 (令和３年規則第６９号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

















第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第５条関係） 

第３号様式（第５条関係） 

第４号様式（第５条関係） 

第５号様式（第５条関係） 

第６号様式（第５条関係） 

第７号様式（第５条関係） 


